
博多港港湾施設公募（須崎ふ頭）質問・回答 【Ｒ7.12.26更新】

No 要項の記載箇所 質　問 回　答

1

Ｐ１
２募集対象施設

上屋の道路側の荷捌き所の使用も含まれるのでしょうか？
また岸壁側の建物後背地も含まれるのでしょうか？若しくは後背地は
一般使用として借り受けできるのでしょうか？

今回の上屋の許可利用者は、上屋の東側（道路側）の荷さばき地（Ａ）、北側の上屋用地（Ｂ）及び西側（岸壁側）の荷捌き地
（Ｃ）について、上屋の有効活用のために利用が必要ということであれば、利用を許可することもできます。
（下記施設情報、位置図参照）

【施設情報※面積等が変更される場合があります】
　Ａ須崎ふ頭西５号荷さばき地　　　　Ｂ須崎ふ頭西５号上屋用地　　　　　　Ｃ須崎ふ頭西５号荷さばき地
　・面　積：672㎡　　　　　　　　　 ・面　積：156.7㎡　　　　　　　　　・面　積：288㎡
　・使用料：85,344円（月額税抜）　　・使用料：37,837円（月額税抜） 　　・使用料：36,576円（月額税抜）
　
【位置図】
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博多港港湾施設公募（須崎ふ頭）質問・回答 【Ｒ7.12.26更新】

No 要項の記載箇所 質　問 回　答

2

Ｐ５
②提案関係書類

“博多港における港湾運送事業による貨物取扱実績及び予定”につい
て、須崎ふ頭の実績のみを記載するのでしょうか？若しくはコンテ
ナー船を含めた実績を記載するのでしょうか？

須崎ふ頭を含む博多港全体での貨物取扱実績（コンテナも含みます）について記載をお願いいたします。

4

Ｐ１
２募集対象施設

当該倉庫の海側のシャッター1枚が錆びており、光漏れしているよう
です。シャッターの修理はしていただけるのでしょうか。

ご指摘のシャッターに関しましては、今年度交換する予定です。

5

Ｐ１
２募集対象施設

倉庫北側に2階建ての構造物があります。どのような用途に必要な建
物なのでしょうか。

市有施設用の電気室であり、上屋の許可利用者は利用できません。
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